
「「 療 担 規 則 及 び 薬 担 規 則 並 び に 療 担 基 準 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が

定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定

め る 医 薬 品 等 」 の 実 施 上 の 留 意 事 項 に つ い て （ 平 18.3 .13 保 医 発

0313003 号（最終改正：令４ .３ . 4  保医発０３０４第 5 号）」    

                         【一部抜粋】 

 

第 ３  保 険 外 併 用 療 養 費 に 係 る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 等（ 掲 示 事 項 等 告 示 第

２ 、 第 ２ の ２ 及 び 第 ３ 並 び に 医 薬 品 等 告 示 関 係 ）  

1 2  特 別 の 療 養 環 境 の 提 供 に 係 る 基 準 に 関 す る 事 項  

ⅰ ） 入 院 医 療 に 係 る 特 別 の 療 養 環 境 の 提 供  

(１ )  療 養 環 境 の 向 上 に 対 す る ニ ー ズ が 高 ま り つ つ あ る こ と に 対 応 し て 、 患 者 の

選 択 の 機 会 を 広 げ る た め に 、 (２ )の 要 件 を 満 た す 病 床 に つ い て 保 険 医 療 機 関

の 病 床（ 健 康 保 険 法（ 大 正 1 1  年 法 律 第 7 0  号 ）第 6 3  条 第 ３ 項 第 １ 号 の 指 定 に

係 る 病 床 （ 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 1 8  年 法 律 第 8 3  号 ） 附

則 第 1 3 0  条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 同 法

第 2 6  条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 1 2 3  号 ） 第 4 8  条

第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 指 定 介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス を 行 う 同 法 第 ８ 条 第 2 6  

項 に 規 定 す る 療 養 病 床 等 を 除 く 。 ） に 限 る 。 以 下 第 ３ に お い て 同 じ 。 ） の 数

の ５ 割 ま で 患 者 に 妥 当 な 範 囲 の 負 担 を 求 め る こ と を 認 め る こ と と し た も の で

あ る こ と 。  

(２ )  療 養 環 境 に つ い て は 、 患 者 が 特 別 の 負 担 を す る 上 で ふ さ わ し い 療 養 環 境 で

あ る 必 要 が あ り 、 次 の ① か ら ④ ま で の 要 件 を 充 足 す る も の で な け れ ば な ら な

い こ と 。  

①  特 別 の 療 養 環 境 に 係 る 一 の 病 室 の 病 床 数 は ４ 床 以 下 で あ る こ と 。  

②  病 室 の 面 積 は １ 人 当 た り ６ ． ４ 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。  

③  病 床 ご と の プ ラ イ バ シ ー の 確 保 を 図 る た め の 設 備 を 備 え て い る こ と 。  

④  特 別 の 療 養 環 境 と し て 適 切 な 設 備 を 有 す る こ と 。  

(３ )  (１ )に か か わ ら ず 、 厚 生 労 働 大 臣 が 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の と し て 承

認 し た 保 険 医 療 機 関 に あ っ て は 、 当 該 承 認 に 係 る 病 床 割 合 ま で 患 者 に 妥 当 な

範 囲 の 負 担 を 求 め る こ と を 認 め る こ と と し た も の で あ る こ と 。  

①  当 該 保 険 医 療 機 関 の 所 在 地 を 含 む 区 域（ 医 療 法（ 昭 和 2 3  年 法 律 第 2 0 5  号 ）

第 3 0  条 の ４ 第 ２ 項 第 1 4  号 に 規 定 す る 区 域 を い う 。）に お け る 療 養 病 床（ 同

法 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 療 養 病 床 を い う 。 ） 及 び 一 般 病 床 （ 同 項

第 ５ 号 に 規 定 す る 一 般 病 床 を い う 。以 下 同 じ 。）の 数 が 、同 法 第 3 0  条 の ４

第 １ 項 に 規 定 す る 医 療 計 画 に お い て 定 め る 当 該 区 域 の 療 養 病 床 及 び 一 般 病

床 に 係 る 基 準 病 床 数 に 既 に 達 し て お り 、 か つ 、 特 別 の 療 養 環 境 に 係 る 病 床

数 の 当 該 保 険 医 療 機 関 の 病 床 数 に 対 す る 割 合 を 増 加 し て も 患 者 が 療 養 の 給

付 を 受 け る こ と に 支 障 を 来 す お そ れ が な い こ と 。  

こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 保 険 医 療 機 関 に お け る こ れ ま で の 特 別 の 病 室



の 稼 働 の 状 況 、 特 別 の 病 室 の 申 し 込 み の 状 況 等 を 勘 案 し 、 当 該 保 険 医 療 機

関 の 特 別 の 病 室 を 増 加 し て も 、 患 者 が 療 養 の 給 付 を 受 け る こ と に 支 障 を 来

す お そ れ が な い か ど う か 判 断 す る も の と す る こ と 。  

②  経 験 を 有 す る 常 勤 の 相 談 員 に よ り 、特 別 の 療 養 環 境 の 提 供 に 係 る 病 室 へ の

入 退 室 及 び 特 別 の 料 金 等 に 関 す る 相 談 体 制 が 常 時 と ら れ て い る こ と 。  

③  必 要 に 応 じ 、患 者 を 適 切 か つ 迅 速 に 他 の 保 険 医 療 機 関 に 紹 介 す る こ と が で

き る 等 の 他 の 保 険 医 療 機 関 と の 連 携 体 制 が 整 え ら れ て い る こ と 。  

④  当 該 保 険 医 療 機 関 に お け る 特 別 の 療 養 環 境 の 提 供 に 係 る 病 室 の 全 て に つ

い て 、 一 の 病 室 の 病 床 数 が ２ 床 以 下 で あ り 、 か つ 、 病 室 の 面 積 及 び 設 備 に

つ い て は (２ )の ② か ら ④ ま で の 要 件 を 充 足 す る も の で あ る こ と 。  

⑤  算 定 告 示 別 表 第 一 医 科 診 療 報 酬 点 数 表（ 以 下「 医 科 点 数 表 」と い う 。）第

１ 章 第 ２ 部 第 １ 節 又 は 別 表 第 二 歯 科 診 療 報 酬 点 数 表 （ 以 下 「 歯 科 点 数 表 」

と い う 。 ） 第 １ 章 第 ２ 部 第 １ 節 に 規 定 す る 急 性 期 一 般 入 院 基 本 料 、 ７ 対 １

入 院 基 本 料 及 び 1 0  対 １ 入 院 基 本 料 、療 養 病 棟 入 院 基 本 料（ 特 別 入 院 基 本 料

等 を 除 く 。 ） 並 び に 有 床 診 療 所 入 院 基 本 料 １ 及 び 有 床 診 療 所 入 院 基 本 料 ４

を 算 定 す る 保 険 医 療 機 関 で あ る こ と 。  

⑥  医 療 法 施 行 規 則 （ 昭 和 2 3  年 厚 生 省 令 第 5 0  号 ） 第 1 9  条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ２ 号 に 定 め る 医 師 及 び 歯 科 医 師 の 員 数 を 満 た し て い る こ と 。  

⑦  厚 生 労 働 大 臣 か ら 当 該 承 認 を 受 け る 前 ６ 月 間 に お い て 掲 示 事 項 等 告 示 第

３ の 基 準 に 違 反 し た こ と が な く 、 か つ 現 に 違 反 し て い な い こ と 。  

(４ )  (３ )の 承 認 に 係 る 病 床 割 合 に つ い て は 、 次 の 事 項 を 基 準 と し て 設 定 す る こ

と 。  

①  医 科 点 数 表 又 は 歯 科 点 数 表 に 掲 げ る 療 養 環 境 加 算 、重 症 者 等 療 養 環 境 特 別

加 算 等 を 算 定 す る 病 室 と し て 当 該 保 険 医 療 機 関 が 届 出 を 行 っ て い る 病 室 に

お け る 病 床 は 、 承 認 に 係 る 病 床 か ら 除 外 す る こ と 。  

②  特 定 集 中 治 療 室 、小 児 特 定 集 中 治 療 室 、新 生 児 特 定 集 中 治 療 室 、母 体 ・ 胎

児 集 中 治 療 室 、 一 類 感 染 症 患 者 入 院 医 療 管 理 治 療 室 等 患 者 の 治 療 上 の 必 要

が あ る た め に 入 院 す る も の と し て 設 け ら れ て い る 病 室 に お け る 病 床 は 、 承

認 に 係 る 病 床 か ら 除 外 す る こ と 。  

③  地 域 医 療 支 援 病 院（ 医 療 法 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 域 医 療 支 援 病 院 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 救 急 病 院 等 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 3 9  年 厚 生 省 令 第 ８ 号 ）

に 基 づ き 認 定 さ れ た 救 急 病 院 等 、「 救 急 医 療 対 策 の 整 備 事 業 に つ い て 」（ 昭

和 5 2  年 医 発 第 6 9 2  号 ）に 規 定 さ れ た 保 険 医 療 機 関 等 に お い て 救 急 患 者 の た

め に 設 け ら れ た 専 用 病 床 等 は 、 承 認 に 係 る 病 床 か ら 除 外 す る こ と 。  

④  ① か ら ③ ま で の ほ か 、当 該 保 険 医 療 機 関 に お け る こ れ ま で の 特 別 療 養 環 境

室 以 外 の 病 床 へ の 入 院 状 況 、 特 別 療 養 環 境 室 へ の 入 院 希 望 の 状 況 、 救 急 患

者 の 割 合 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 特 別 療 養 環 境 室 に 係 る 病 床 以 外 の 病 床 を 一

定 割 合 確 保 す る こ と 。  

(５ )  (１ )及 び (３ )に か か わ ら ず 、 特 定 機 能 病 院 （ 医 療 法 第 ４ 条 の ２ 第 １ 項 に 規



定 す る 特 定 機 能 病 院 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の 保 険 医 療 機 関 で あ っ て 、 国

又 は 地 方 公 共 団 体 が 開 設 す る も の に あ っ て は 、 そ の 公 的 性 格 等 に 鑑 み 、 国 が

開 設 す る も の に あ っ て は 病 床 数 の ２ 割 以 下 、 地 方 公 共 団 体 が 開 設 す る も の に

あ っ て は 病 床 数 の ３ 割 以 下 と し た こ と 。  

(６ )  特 別 の 療 養 環 境 の 提 供 は 、 患 者 へ の 十 分 な 情 報 提 供 を 行 い 、 患 者 の 自 由 な

選 択 と 同 意 に 基 づ い て 行 わ れ る 必 要 が あ り 、 患 者 の 意 に 反 し て 特 別 療 養 環 境

室 に 入 院 さ せ ら れ る こ と の な い よ う に し な け れ ば な ら な い こ と 。  

(７ )  特 別 療 養 環 境 室 へ 入 院 さ せ た 場 合 に お い て は 、 次 の 事 項 を 履 行 す る も の で

あ る こ と 。  

①  保 険 医 療 機 関 内 の 見 や す い 場 所 、例 え ば 、受 付 窓 口 、待 合 室 等 に 特 別 療 養

環 境 室 の 各 々 に つ い て そ の ベ ッ ド 数 、 特 別 療 養 環 境 室 の 場 所 及 び 料 金 を 患

者 に と っ て 分 か り や す く 掲 示 し て お く こ と 。  

②  特 別 療 養 環 境 室 へ の 入 院 を 希 望 す る 患 者 に 対 し て は 、特 別 療 養 環 境 室 の 設

備 構 造 、 料 金 等 に つ い て 明 確 か つ 懇 切 丁 寧 に 説 明 し 、 患 者 側 の 同 意 を 確 認

の う え 入 院 さ せ る こ と 。  

③  こ の 同 意 の 確 認 は 、料 金 等 を 明 示 し た 文 書 に 患 者 側 の 署 名 を 受 け る こ と に

よ り 行 う も の で あ る こ と 。な お 、こ の 文 書 は 、当 該 保 険 医 療 機 関 が 保 存 し 、

必 要 に 応 じ 提 示 で き る よ う に し て お く こ と 。  

(８ )  患 者 に 特 別 療 養 環 境 室 に 係 る 特 別 の 料 金 を 求 め て は な ら な い 場 合 と し て

は 、 具 体 的 に は 以 下 の 例 が 挙 げ ら れ る こ と 。 な お 、 ③ に 掲 げ る 「 実 質 的 に 患

者 の 選 択 に よ ら な い 場 合 」 に 該 当 す る か 否 か は 、 患 者 又 は 保 険 医 療 機 関 か ら

事 情 を 聴 取 し た 上 で 、 適 宜 判 断 す る こ と 。  

①  同 意 書 に よ る 同 意 の 確 認 を 行 っ て い な い 場 合（ 当 該 同 意 書 が 、室 料 の 記 載

が な い 、 患 者 側 の 署 名 が な い 等 内 容 が 不 十 分 で あ る 場 合 を 含 む 。 ）  

②  患 者 本 人 の 「 治 療 上 の 必 要 」 に よ り 特 別 療 養 環 境 室 へ 入 院 さ せ る 場 合  

（ 例 ）  

・  救 急 患 者 、 術 後 患 者 等 で あ っ て 、 病 状 が 重 篤 な た め 安 静 を 必 要 と す る 者 、

又 は 常 時 監 視 を 要 し 、 適 時 適 切 な 看 護 及 び 介 助 を 必 要 と す る 者  

・  免 疫 力 が 低 下 し 、 感 染 症 に 罹 患 す る お そ れ の あ る 患 者  

・  集 中 治 療 の 実 施 、著 し い 身 体 的 ・精 神 的 苦 痛 を 緩 和 す る 必 要 の あ る 終 末 期

の 患 者  

・  後 天 性 免 疫 不 全 症 候 群 の 病 原 体 に 感 染 し て い る 患 者（ 患 者 が 通 常 の 個 室 よ

り も 特 別 の 設 備 の 整 っ た 個 室 へ の 入 室 を 特 に 希 望 し た 場 合 を 除 く 。 ）  

・  ク ロ イ ツ フ ェ ル ト ・ヤ コ ブ 病 の 患 者（ 患 者 が 通 常 の 個 室 よ り も 特 別 の 設 備

の 整 っ た 個 室 へ の 入 室 を 特 に 希 望 し た 場 合 を 除 く 。 ）  

③  病 棟 管 理 の 必 要 性 等 か ら 特 別 療 養 環 境 室 に 入 院 さ せ た 場 合 で あ っ て 、実 質

的 に 患 者 の 選 択 に よ ら な い 場 合  

（ 例 ）  

・  Ｍ Ｒ Ｓ Ａ 等 に 感 染 し て い る 患 者 で あ っ て 、主 治 医 等 が 他 の 入 院 患 者 の 院 内



感 染 を 防 止 す る た め 、 実 質 的 に 患 者 の 選 択 に よ ら ず 入 院 さ せ た と 認 め ら れ

る 者 の 場 合  

・  特 別 療 養 環 境 室 以 外 の 病 室 の 病 床 が 満 床 で あ る た め 、特 別 療 養 環 境 室 に 入

院 さ せ た 患 者 の 場 合  

な お 、「 治 療 上 の 必 要 」に 該 当 し な く な っ た 場 合 等 上 記 ② 又 は ③ に 該 当 し

な く な っ た と き は 、(６ )及 び (７ )に 示 し た 趣 旨 に 従 い 、患 者 の 意 に 反 し て 特

別 療 養 環 境 室 へ の 入 院 が 続 け ら れ る こ と が な い よ う 改 め て 同 意 書 に よ り 患

者 の 意 思 を 確 認 す る 等 、 そ の 取 扱 い に 十 分 に 配 慮 す る こ と 。  

(９ )  患 者 が 事 実 上 特 別 の 負 担 な し で は 入 院 で き な い よ う な 運 営 を 行 う 保 険 医

療 機 関 に つ い て は 、 患 者 の 受 診 の 機 会 が 妨 げ ら れ る お そ れ が あ り 、 保 険 医 療

機 関 の 性 格 か ら 当 を 得 な い も の と 認 め ら れ る の で 、 保 険 医 療 機 関 の 指 定 又 は

更 新 に よ る 再 指 定 に 当 た っ て は 、 十 分 改 善 が な さ れ た 上 で 、 こ れ を 行 う 等 の

措 置 も 考 慮 す る こ と 。 (３ )に 掲 げ る 保 険 医 療 機 関 に つ い て は 、 特 に 留 意 す る

こ と 。  

( 1 0 )  平 成 ６ 年 ３ 月 3 1  日 現 在 、 従 来 の 特 別 の 病 室 と し て 特 別 の 料 金 を 徴 収 し て

い る 病 室 が (２ )の ② に 掲 げ る 要 件 を 満 た し て い な い 場 合 は 、 当 該 病 床 を 含 む

病 棟 の 改 築 又 は 建 替 ま で は 経 過 的 に 当 該 要 件 を 課 さ な い こ と と す る が 、 早 急

に 改 善 さ れ る べ き も の で あ る こ と 。  

( 1 1 )  保 険 医 療 機 関 は 、特 別 の 療 養 環 境 の 提 供 に 係 る 病 床 数 、特 別 の 料 金 等 を 定

期 的 に 地 方 厚 生 （ 支 ） 局 長 に 報 告 す る と と も に 、 当 該 事 項 を 定 め 又 は 変 更 し

よ う と す る 場 合 に は 、 別 紙 様 式 １ に よ り 地 方 厚 生 （ 支 ） 局 長 に そ の 都 度 報 告

す る も の と す る こ と 。  

 


